
資料９ 平成３０年度第１回福島県国民健康保険運営協議会

平成３１年度納付金等の算定方法の考え方

平成３０年８月２７日

福島県国民健康保険課



都道府県の作業スケジュール

Ｈ30.10
中旬

Ｈ30.８

Ｈ30.12
下旬

Ｈ31.1 納付金等の確定
・確定係数による算定を行い、納付金・標準保険料
率を調整し確定する。

・運営協議会や市町村に提示する。

納付金（予算額）等の通知

Ｈ31.3

Ｈ30.６
～７

国からの「公費の考え方」の提示

納付金等に係る実質的な検討・調整

国からの仮係数の提示

国からの確定係数の提示

連携会議等における協議・運営協議会における議論

必要に応じて都道府県
運営協議会で審議等

Ｈ31.４～

・追加公費を加えた試算を実施し、結果を分析する。
・算定方法や激変緩和等を検討し、算定方法案をまと
める。

・検討結果を運営協議会や市町村に提示する。
・31年度推計により、算定方法等が変更になる旨の留
保を付けつつ、市町村と合意形成する。合意事項は
知事に報告する。

市町村
との

合意形成
（留保事項
付き）

算定方法
・激変緩和
措置等に
ついて
確定

合意形成

意見照会
31年度推計の実施

・仮係数により納付金等を算定し、市町村に提示する。
・算定方法や激変緩和措置の一定割合等を改めて検討
する。

・算定方法等を変更した場合、運営協議会や市町村に
提示する。

・変更内容を知事や市町村長に説明する。
・算定方法、激変緩和措置等を決定。
・31年度国保特別会計の当初予算編成に反映させる。

連携会議の開催

激変緩和等
健康づくり

医療費適正化
事務共同化
（給付点検等）

（規則・要綱の改正）

（運営方針改定（知事決裁））

納付金・交付金等条例改正
(12月議会)

（運営方針の周知広報）
Ｈ31.２

納付金納入通知書送付

α、β、γ、所得割係数、均等割係数
の告示又は公表

予算審議(3月議会)
・31年度国保特別会計予算を決定

保険給付費等交付金交付

標準保険料率の公表

国保特別
会計

予算編成

・31年度国保特別会計予算案を編成

Ｈ30.４
～６ 課題の検討・試算結果の分析

療養給付費等負担金の交付申請

予算編成
運営方針
の公表等

平成３０年７月３１日
都道府県ブロック会議
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平成31年度の納付金の算定方法の基本的な考え方

○平成３０年度の算定方法を基本とし、シミュレーション・検討を行っていく。

○次の点に留意する。
・平成３０年度保険給付費実績の推移を基に、医療費や被保険者数などの推計値・推計方法の検証
を行う。

・国保税賦課に係る市町村の国保税率の増減と要因を分析する。

国保改革の円滑施行に配慮した適切な算定方法を検討する。

○上記と平行して、国保運営方針に基づく将来の保険料水準の統一に向け、具体的な検討を開始する。
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